
�愛媛県告示第３７１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、愛南町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は愛南町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３７２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、愛南町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３７３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、四国中央市川之江地区土地改良区から次のとおり役

員が就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任
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告 示

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

愛南町中泊７６７の２及び７７１の２の地先 １，５５１．６５

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

中泊 愛南町中泊７６７の２及び７７１の２の地先公
有水面埋立地 １，５５１．６５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 原 巧 四国中央市三島宮川３－４－１５

〃 薦 田 正 明 四国中央市川之江町６５６－１

〃 石 川 有 利 四国中央市川之江町２９５１

〃 星 川 安 徳 四国中央市金生町下分３６５

〃 白 川 溥 四国中央市金生町山田井２１０

〃 長 野 岩 男 四国中央市金生町山田井１３６４－４

〃 柴 垣 隣 夫 四国中央市金生町山田井８９３－１

〃 石 川 � 彦 四国中央市上分町７２０

〃 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９－１

〃 矢 野 � 四国中央市金田町半田甲５３０

〃 宇 高 平 四国中央市金田町金川１４８２

〃 南 量 雄 四国中央市金田町金川２９２－１

〃 宮 内 登 四国中央市金田町金川１６２８

〃 喜 井 達 雄 四国中央市川滝町下山２１７８－１

〃 毛 利 仁 弘 四国中央市川滝町領家１１５６

〃 鈴 木 郁 辰 四国中央市柴生町３３９－２

〃 井 川 眞 治 四国中央市妻鳥町２６７０

監 事 山 下 薫 稔 四国中央市川之江町２９０２－５

〃 篠 永 薫 四国中央市上分町１３

〃 山 川 修 一 四国中央市川滝町下山１７４０
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退 任
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�愛媛県告示第３７４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、今治市頓田川土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３７５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、八幡浜市土地改良区から次のとおり役員が就任し、

及び退任した旨の届出があった。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 原 巧 四国中央市三島宮川３－４－１５

〃 薦 田 正 明 四国中央市川之江町６５６－１

〃 谷 弘 熙 四国中央市川之江町３１１３－６９

〃 星 川 安 徳 四国中央市金生町下分３６５

〃 石 川 忠 男 四国中央市金生町山田井２９７

〃 長 野 岩 男 四国中央市金生町山田井１３６４－４

〃 高 科 公 一 四国中央市金生町山田井１０３９－４

〃 石 川 � 彦 四国中央市上分町７２０

〃 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９－１

〃 賀 田 昭 良 四国中央市金田町半田甲１５５

〃 宇 高 厚 義 四国中央市金田町金川１４４２－１

〃 南 量 雄 四国中央市金田町金川２９２－１

〃 宮 内 登 四国中央市金田町金川１６２８

〃 深 川 弘 之 四国中央市川滝町下山１８４７

〃 喜 井 清一郎 四国中央市川滝町領家８１０－２

〃 石 川 愽 四国中央市柴生町５７０

〃 井 川 眞 治 四国中央市妻鳥町２６７０

監 事 井 原 芳 順 四国中央市金生町下分２１３４

〃 矢 野 � 四国中央市金田町半田甲５３０

〃 高 野 裕 四国中央市妻鳥町２３３９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 俊 光 今治市古谷甲７６１番地

〃 仙 波 悟 今治市朝倉南甲３１２番地

〃 青 野 岩 夫 今治市旦甲１２９番地

〃 越 智 桐 雄 今治市朝倉上甲５９８番地１

〃 越 智 國 忠 今治市朝倉上甲２８１０番地

〃 渡 邊 十 二 今治市朝倉南甲３２９番地２

〃 長 井 三 造 今治市朝倉南乙３８７番地６

〃 渡 邉 進 今治市朝倉上甲７９４番地１

〃 清 水 亘 今治市山口甲１９２番地

〃 山 本 順 一 今治市朝倉下甲７５１番地

〃 南 條 正 則 今治市朝倉下甲１１５８番地

〃 武 田 定 今治市朝倉上甲２５５５番地

〃 丹 治 滿 今治市朝倉上甲１５００番地１

〃 白 石 知 宏 今治市朝倉上甲３４１番地

〃 秋 山 哲 季 今治市宮ヶ崎甲３６７番地

〃 檜 垣 守 今治市古国分一丁目９番６１号

〃 井 手 盛 人 今治市登畑甲９３番地３

〃 月 原 正 佳 今治市桜井二丁目５番２３号

〃 曽我部 壽 雄 今治市郷桜井二丁目２番１１号

〃 三 谷 清 今治市長沢甲１０８４番地

監 事 石 丸 俊 郎 今治市朝倉上甲１１５７番地

〃 金 光 國 明 今治市朝倉北甲４５８番地

〃 世 良 久 俊 今治市宮ヶ崎甲４６番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 俊 光 今治市古谷甲７６１番地

〃 仙 波 悟 今治市朝倉南甲３１２番地

〃 青 野 岩 夫 今治市旦甲１２９番地

〃 越 智 桐 雄 今治市朝倉上甲５９８番地１

〃 越 智 昭 輝 今治市朝倉上甲２８１６番地２

〃 渡 邊 十 二 今治市朝倉南甲３２９番地の２

〃 長 井 正 巳 今治市朝倉南乙２７５番地

〃 金 光 國 明 今治市朝倉北甲４５８番地

〃 清 水 亘 今治市山口甲１９２番地

〃 山 本 順 一 今治市朝倉下甲７５１番地

〃 石 丸 俊 郎 今治市朝倉上甲１１５７番地

〃 渡 邉 進 今治市朝倉上甲７９４番地１

〃 丹 治 滿 今治市朝倉上甲１５００番地１

〃 白 石 知 宏 今治市朝倉上甲３４１番地

〃 石 丸 昭 二 今治市宮ヶ崎甲８１０番地

〃 檜 垣 守 今治市古国分一丁目９番６１号

〃 井 手 盛 人 今治市登畑甲９３番地３

〃 井 手 實 今治市桜井二丁目３番２３号

〃 長 井 秀 正 今治市郷桜井三丁目１２番５号

〃 伊 藤 孝 之 今治市長沢甲５８３番地の１

監 事 武 田 定 今治市朝倉上甲２５５５番地

〃 石 丸 保 今治市宮ヶ崎甲８０８番地２

〃 南 條 正 則 今治市朝倉下甲１１５８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 萩 森 良 房 八幡浜市日土町５番耕地２４７８番地

〃 橋 本 誠 士 八幡浜市真網代丙２０８番地

〃 岩 切 優 憲 八幡浜市向灘１７６８番地

〃 平 田 寿 八幡浜市八代１２２番耕地５番地

〃 冨 永 鶴 光 八幡浜市穴井３番耕地７０５番地

〃 田 原 晃 八幡浜市川上町上泊甲６５５番地

〃 井 上 宗三郎 八幡浜市大平２番耕地６６１番地１

〃 和 家 粂 則 八幡浜市真網代丙２５７番地

〃 金 口 晃 三 八幡浜市日土町３番耕地１３番地３

〃 谷 口 治 正 八幡浜市保内町宮内２番耕地１１８番
地２

〃 梶 岡 一 郎 八幡浜市川上町川名津甲３７３番地１

〃 井 上 憲 久 八幡浜市国木２０９番地

愛 媛 県 報平成１８年３月１７日 第１７４３号
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退 任
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�愛媛県告示第３７６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、城辺町緑僧都土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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�愛媛県告示第３７７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、西予市宇和町土地改良区から次のとおり役員が氏名

を変更した旨の届出があった。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第３７８号
平成１８年３月１０日県営中山間地域総合整備事業内山地区（

下宿間工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項におい

て準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３７９号
平成１８年３月１０日県営中山間地域総合整備事業鬼北２期地

区（白根工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項にお

いて準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・カバ池下地区）の

施行に平成１８年３月７日同意した。

平成１８年３月１７日

〃 西 川 雄 二 八幡浜市合田６４１番地

〃 岡 善 男 八幡浜市郷２番耕地３０８番地

〃 中 村 文 彦 八幡浜市向灘１２０７番地

〃 佐々木 貴 徳 八幡浜市日土町７番耕地２４３３番地

〃 西 川 浩 二 八幡浜市横平乙２０１番地２

〃 矢 野 彰 八幡浜市舌間２番耕地１２８８番地２

監 事 堀 川 福 一 八幡浜市川上町白石乙３６６番耕地４
番地

〃 井 上 憲 次 八幡浜市若山３番耕地５４４番地１

〃 菊 池 眞 策 八幡浜市松柏乙５５７番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 菊 池 俊 一 八幡浜市横平乙１６９番地

〃 萩 森 良 房 八幡浜市日土町５番耕地２４７８番地

〃 橋 本 誠 士 八幡浜市真網代丙２０８番地

〃 岩 切 優 憲 八幡浜市向灘１７６８番地

〃 矢 野 恵 稔 八幡浜市舌間２番耕地４６３番地

〃 冨 永 鶴 光 八幡浜市穴井３番耕地７０５番地

〃 田 原 晃 八幡浜市川上町上泊甲６５５番地

〃 井 上 宗三郎 八幡浜市大平２番耕地６６１番地１

〃 和 家 粂 則 八幡浜市真網代丙２５７番地

〃 谷 口 豊 茂 八幡浜市合田１８７３番地

〃 竹 内 村 男 八幡浜市八代２１７番地

〃 菊 池 生 一 八幡浜市松柏乙４１３番地

〃 長 岡 行 雄 八幡浜市日土町４番耕地１１２番地

〃 梶 岡 一 郎 八幡浜市川上町川名津甲３７３番地１

〃 山 本 耕太郎 八幡浜市五反田１番耕地４０６番地

〃 中 村 文 彦 八幡浜市向灘１２０７番地

〃 井 上 喜代志 八幡浜市日土町７番耕地３６２番地

監 事 田 中 功 八幡浜市若山４番耕地３６０番地５

〃 岡 善 男 八幡浜市郷２番耕地３０８番地

〃 堀 川 福 一 八幡浜市川上町白石乙３６６番地の内
第４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 増 本 利 安 南宇和郡愛南町緑乙１２９０

〃 松 川 吉 一 南宇和郡愛南町緑乙１５５８

〃 平 田 繁 雄 南宇和郡愛南町緑乙３６８０

〃 広 岡 豊 南宇和郡愛南町緑甲７８２

〃 久 徳 彰 南宇和郡愛南町緑甲１８４８

〃 石 川 八九喜 南宇和郡愛南町緑丙２５６

〃 岡 元 宗 六 南宇和郡愛南町僧都３６

〃 本 多 七 雄 南宇和郡愛南町城辺甲５６３－１

監 事 西 本 政 夫 南宇和郡愛南町緑乙１１９８

〃 斗 巍 下 優 南宇和郡愛南町緑乙１６９３

〃 岩 村 逸 夫 南宇和郡愛南町緑甲２０１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 坂 本 亙 南宇和郡愛南町緑乙８５１

〃 藤 時 昌 治 南宇和郡愛南町緑乙１２２０

〃 谷 口 功 南宇和郡愛南町緑乙３６８４

〃 凝 地 利 秋 南宇和郡愛南町緑甲８２９－１

〃 倉 本 善四郎 南宇和郡愛南町緑甲３３２

〃 浜 本 今朝男 南宇和郡愛南町緑丙７７６

〃 岡 元 宗 六 南宇和郡愛南町僧都３６

〃 本 多 七 雄 南宇和郡愛南町城辺甲５６３－１

監 事 西 本 政 夫 南宇和郡愛南町緑乙１１９８

〃 前 田 直 寿 南宇和郡愛南町緑乙１２０９

〃 岩 村 逸 夫 南宇和郡愛南町緑甲２０１

役員の種類
氏 名

変 更 前 変 更 後

理 事 河 野 義 廣 竹 中 義 廣

愛 媛 県 報平成１８年３月１７日 第１７４３号
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３８１号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の許可を申請すべき期間

平成１８年３月１７日から３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第３８２号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づ

き事業の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称 西条市

２ 事業の種類 西条市立西条図書館建設事業

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県西条市大町及び神拝地内

� 使用の部分

なし

４ 事業の認定をした理由

申請に係る事業は、以下のとおり、土地収用法第２０条各

号の要件をすべて充足すると判断されるため、事業の認定

をしたものである。

� 土地収用法第２０条第１号の要件への適合性について

申請に係る事業は、愛媛県西条市大町及び神拝地内を

起業地とする「西条市立西条図書館建設事業」（以下「

本件事業」という。）である。

本件事業は、西条市が設置する図書館に関する事業で

あることから、土地収用法第３条第２２号に掲げる「図書

館法による図書館」に関する事業に該当する。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第１号の

要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第２号の要件への適合性について

本件事業は、西条市議会において西条市一般会計予算

の議決を受け施行するものであることから、西条市は、

本件事業を施行する権能を有するものと認められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第２号の

要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第３号の要件への適合性について

ア 事業の施行により得られる公共の利益

西条市においては、心豊かな人間形成、地域の中で

創造的に学び、楽しく過ごせるまちづくり、地域が融

合、調和した一体性を感じる新しい地域文化の形成を

目指しており、教育文化施設として図書館の役割は重

要である。ところが、現在の西条図書館は、蔵書の増

大に伴う施設の狭あい化、老朽化が顕著となり、今日

的な図書館サービスに支障を来たしている。

本件事業は、このような社会的要請や市民の間に久

しくあった新しい図書館を待望する声にこたえるもの

であり、西条市のまちづくり施策の一つである「豊か

な心を育てる教育・文化の創造」の実践に寄与するも

のと認められる。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の

利益は、相当程度存在するものと認められる。

イ 事業の施行により失われる利益

本件事業による周辺地域の土地利用計画への影響、

環境への悪影響等は見受けられない。

したがって、本件事業の施行により失われる利益は

軽微であると認められる。

ウ 代替案の検討

本件事業に係る起業地の選定に当たっては、自然的

条件、社会的条件及び経済的条件による３案の比較検

討を行い、総合的に最も優れた案を採用しているもの

と認められる。

エ 比較衡量

アで述べた得られる公共の利益とイで述べた失われ

る利益を比較衡量した結果、本件事業の施行により得

られる公共の利益が失われる利益に優越すると認めら

れるとともに、ウで述べたように、本件事業の事業計

画は他の代替案と比較して最も合理的であると認めら

れる。

したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利

用に寄与するものと認められるので、土地収用法第２０条

第３号の要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第４号の要件への適合性について

ア 事業を早期に施行する必要性

地域の生涯学習の拠点、情報・知識の集積拠点とし

て、図書館に寄せる住民の期待と要望はますます高ま

りつつあることから、本件事業を早期に施行する必要

性は高いものと認められる。

イ 起業地の範囲の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計

画に必要な範囲であると認められる。また、収用の範

囲は、すべて本件事業の用に恒久的に供される範囲に

とどめられていることから、合理的であると認められ

る。

したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必

要があると認められるため、土地収用法第２０条第４号の

要件を充足すると判断される。

� 結論

以上のとおり、本件事業は、土地収用法第２０条各号の

要件をすべて充足すると判断される。

５ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

西条市役所

�������
�愛媛県告示第３８３号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づ

き事業の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成１８年３月１７日

愛 媛 県 報平成１８年３月１７日 第１７４３号
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

東温市

２ 事業の種類

東温市学校給食センター建設事業

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県東温市南方地内

� 使用の部分

なし

４ 事業の認定をした理由

申請に係る事業は、以下のとおり、土地収用法第２０条各

号の要件をすべて充足すると判断されるため、事業の認定

をしたものである。

� 土地収用法第２０条第１号の要件への適合性について

申請に係る事業は、愛媛県東温市南方地内を起業地と

する「東温市学校給食センター建設事業」（以下「本件

事業」という。）である。

本件事業は、学校給食センターに関する事業であるこ

とから、土地収用法第３条第３１号に掲げる「国又は地方

公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他

直接その事務又は事業の用に供する施設」に関する事業

に該当する。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第１号の

要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第２号の要件への適合性について

本件事業は、東温市議会において東温市一般会計予算

の議決を受け施行するものであることから、東温市は、

本件事業を施行する権能を有するものと認められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第２号の

要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第３号の要件への適合性について

ア 事業の施行により得られる公共の利益

東温市では、現在、旧町（旧重信町、旧川内町）に

それぞれ学校給食センターを設置し、全市の児童、生

徒及び教職員の完全給食を共同調理場方式によって運

営しているが、旧重信町の重信学校給食センターは、

築後２４年を経過しており、調理場のドライシステム方

式等の衛生設備の改善が必要な状況となっている。ま

た、旧川内町の川内学校給食センターは、築後３５年が

経過しており、衛生設備の改善はもとより、施設の腐

蝕老朽化が著しく、早急な施設の改善が必要な状況と

なっている。

本件事業の施行によって、ドライシステム方式等に

よる衛生管理に配慮した統合給食センターとなり、食

中毒防止をはじめとする衛生安全管理の徹底、施設及

び人事管理の効率化、保護者の給食費負担の軽減等が

図られ、安心で安全な給食の確保が可能となるもので

ある。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の

利益は、相当程度存在するものと認められる。

イ 事業の施行により失われる利益

本件事業により失われる利益として周辺環境への影

響が考えられるが、本件事業は、環境影響評価法（平

成９年法律第８１号）等に基づく環境影響評価の対象と

なるような大規模で環境へ大きな影響を及ぼすおそれ

のある事業ではなく、また、完成後の施設の運営によ

って騒音、悪臭等のおそれもないことから、周辺環境

への影響は極めて小さいものと考えられる。

したがって、本件事業の施行により失われる利益は

軽微であると認められる。

ウ 代替案の検討

本件事業に係る起業地の選定に当たっては、自然的

条件、社会的条件及び経済的条件による３案の比較検

討を行い、総合的に最も優れた案を採用しているもの

と認められる。

エ 比較衡量

アで述べた得られる公共の利益とイで述べた失われ

る利益を比較衡量した結果、本件事業の施行により得

られる公共の利益が失われる利益に優越すると認めら

れるとともに、ウで述べたように、本件事業の事業計

画は他の代替案と比較して最も合理的であると認めら

れる。

したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利

用に寄与するものと認められるので、土地収用法第２０条

第３号の要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第４号の要件への適合性について

ア 事業を早期に施行する必要性

現在、旧町に設置されている学校給食センターは、

施設の老朽化が進んでおり、また、調理場の衛生設備

等の改善が必要な状況であることから、できるだけ早

期に衛生管理に配慮した学校給食センターを整備する

必要があると認められる。

したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高

いものと認められる。

イ 起業地の範囲の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計

画に必要な範囲であると認められる。また、収用の範

囲は、すべて本件事業の用に恒久的に供される範囲に

とどめられていることから、合理的であると認められ

る。

したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必

要があると認められるため、土地収用法第２０条第４号の

要件を充足すると判断される。

� 結論

以上のとおり、本件事業は、土地収用法第２０条各号の

要件をすべて充足すると判断される。

５ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

東温市役所

�������
�愛媛県告示第３８４号
海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告示第２７５号）

の一部を次のように改正する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

別表三柳原の項を削る。

愛 媛 県 報平成１８年３月１７日 第１７４３号

２０１
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�愛媛県告示第３８５号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により、次のとおり海岸保全区域を指定する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

海 岸 名 市 町 村 主 管 省 管 理 者 区 域

伊予灘沿
岸
柳原海岸

松山市 国土交通
省

愛媛県知
事

基点１から基点８までを順次結んだ線及び基点８、補助点７－２、補助点７－１、補助点４
－２、補助点４－１、補助点３、補助点２、補助点１及び基点１を順次結んだ線により囲まれ
た区域並びに基点９から基点２５までを順次結んだ線及び基点２５、補助点２５－２、補助点２５－１
、補助点２４、補助点２３－２、補助点２３－１、補助点２２、補助点２１、補助点１９、補助点１６、補助
点１５、補助点１１―２、補助点１１－１、補助点９及び基点９を順次結んだ線により囲まれた区域
基点及び補助点の表示（角度の表示は、真北）
基点１は、松山市柳原５２２番２地先の標柱
基点２は、基点１から２０２度１９分１２秒１６．００メートルの地点
基点３は、基点２から２９７度２２分２５秒８８．００メートルの地点
基点４は、基点３から２０７度３８分２３秒１０．００メートルの地点
基点５は、基点４から１８０度４９分２０秒２４．００メートルの地点
基点６は、基点５から１７８度０９分５６秒６１．００メートルの地点
基点７は、基点６から１７０度００分１３秒２９．００メートルの地点
基点８は、基点７から１７９度５４分３８秒６１．００メートルの地点
補助点８は、基点８から２８２度１１分５３秒７．００メートルの地点
補助点７－２は、基点７から２２２度１４分１３秒８５．００メートルの地点
補助点７―１は、基点７から２４９度５６分５５秒１９０．００メートルの地点
補助点４―２は、基点４から２９７度４１分２９秒１９３．００メートルの地点
補助点４―１は、基点４から３２４度１６分４０秒１００．００メートルの地点
補助点３は、基点３から５２度２７分５７秒３８．００メートルの地点
補助点２は、基点２から３４５度５６分３４秒１１１．００メートルの地点
補助点１は、基点１から２２度１９分１２秒６５．００メートルの地点
基点９は、基点８から１８５度５４分１５秒２９７．００メートルの地点
基点１０は、基点９から１８３度２４分２７秒５２．００メートルの地点
基点１１は、基点１０から１８５度５８分３０秒７７．００メートルの地点
基点１２は、基点１１から１０７度１２分０３秒５５．００メートルの地点
基点１３は、基点１２から１９６度２７分１７秒５５．００メートルの地点
基点１４は、基点１３から２８６度１２分５０秒４８．００メートルの地点
基点１５は、基点１４から１８８度４７分０８秒８６．００メートルの地点
基点１６は、基点１５から１９０度０９分１１秒１３６．００メートルの地点
基点１７は、基点１６から１２２度０５分２５秒２７．００メートルの地点
基点１８は、基点１７から１８５度１５分５０秒３４．００メートルの地点
基点１９は、基点１８から２４５度４１分００秒３１．００メートルの地点
基点２０は、基点１９から１９１度４８分３６秒７９．００メートルの地点
基点２１は、基点２０から１９３度３２分２１秒７２．００メートルの地点
基点２２は、基点２１から２０３度２２分３０秒９４．００メートルの地点
基点２３は、基点２２から２１０度１９分０７秒１２１．００メートルの地点
基点２４は、基点２３から１４０度５６分５３秒１３．００メートルの地点
基点２５は、基点２４から８６度０２分５５秒１１９．００メートルの地点
補助点２５－２は、基点２５から１８０度５７分３３秒７２．００メートルの地点
補助点２５－１は、基点２５から２２８度１９分２３秒１４６．００メートルの地点
補助点２４は、基点２４から１８２度４４分２６秒４５．００メートルの地点
補助点２３－２は、基点２３から２１６度３８分３６秒８５．００メートルの地点
補助点２３－１は、基点２３から２７９度５３分００秒１８７．００メートルの地点
補助点２２は、基点２２から２９８度２０分５４秒１７５．００メートルの地点
補助点２１は、基点２１から２９１度０７分１４秒１７８．００メートルの地点
補助点１９は、基点１９から２８９度１１分３３秒１８０．００メートルの地点
補助点１６は、基点１６から２７６度０９分２４秒１７８．００メートルの地点
補助点１５は、基点１５から２８９度３７分５５秒１８０．００メートルの地点
補助点１１－２は、基点１１から３２４度４０分３７秒２７６．００メートルの地点
補助点１１－１は、基点１１から３４２度２６分００秒１４２．００メートルの地点
補助点９は、基点９から２７５度０１分４１秒１４．００メートルの地点

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 国領高木線
新居浜市坂井町二丁目甲３３１２番４から

同市坂井町二丁目甲３５８２番３まで

旧 ６．０～３０．２ ０．４５５

新 ６．０～３０．２
１５．０～４４．６

０．４５５
０．６６４

愛 媛 県 報平成１８年３月１７日 第１７４３号

２０２
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�愛媛県告示第３８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
新居浜市坂井町二丁目甲３５８２番３から

同市坂井町一丁目７番４まで

旧 １８．０～２６．４ ０．５１２

新 ２７．０～５４．２ ０．５１２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜停車場線
新居浜市坂井町二丁目甲３５８３番３から

同市坂井町二丁目甲３５７０番６まで

旧 ６．９ ０．１１３

新 ６．９
２０．０～４６．８

０．１１３
０．１６６

〃 〃
新居浜市坂井町二丁目甲３５７０番６から

同市坂井町一丁目甲５４３０番５まで

旧 ６．５～１４．０ ０．２１０

新 ２０．０～３７．１ ０．２０８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 多喜浜泉川線
新居浜市庄内町六丁目３３５番３から

同市坂井町二丁目甲３２１７番７まで

旧 ６．４～１６．０ ０．１２７

新 １６．０～２３．７ ０．１２７

〃 〃

新居浜市坂井町二丁目甲３２１７番７から
同市坂井町二丁目甲３２１７番４
及 び

同市坂井町二丁目甲３２８４番１まで

旧 ６．６～８．３ ０．１２７

新 ６．６～８．３
１６．０～１７．０

０．１２７
０．０９８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜角野線
新居浜市坂井町一丁目甲５４４５番２から

同市坂井町一丁目甲５４１６番２１まで

旧 ２０．２～２３．３ ０．２３３

新 ２０．２～２９．５ ０．２３３

愛 媛 県 報平成１８年３月１７日 第１７４３号

２０３
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�愛媛県告示第３９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 金子中萩停車場線 新居浜市萩生字河ノ北６７番１４０
旧 １５．０～２５．０ ０．０２３

新 １５．０～４９．０ ０．０２３

〃 〃 新居浜市萩生字河ノ北６７番１９９
旧 １１．８～１３．２ ０．０１８

新 １８．０～１９．２ ０．０１８

〃 〃 新居浜市萩生字河ノ北６７番２００
旧 １０．０～１１．２ ０．０１８

新 １１．２～４０．０ ０．０１８

〃 〃
新居浜市萩生字河ノ北６７番１１７から

同字６７番１４８まで

旧 １３．２～１５．０ ０．０２３

新 １３．３～３７．０ ０．０２３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 金子中萩停車場線 新居浜市萩生字河ノ北６７番１４０ 平成１８年３月１７日

〃 〃 新居浜市萩生字河ノ北６７番１９９ 〃

〃 〃 新居浜市萩生字河ノ北６７番２００ 〃

〃 〃
新居浜市萩生字河ノ北６７番１１７から

同字６７番１４８まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山港線
松山市三杉町２８７８番３から

同町２８７９番１２まで

旧 ８．２～１２．３ ０．０７５

新 １１．６～１２．８ ０．０７５

愛 媛 県 報平成１８年３月１７日 第１７４３号

２０４
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�愛媛県告示第３９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山港線
松山市三杉町２８７８番３から

同町２８７９番１２まで
平成１８年３月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山東部環状線
松山市吉藤五丁目１０００番７から

同市吉藤五丁目乙１５８番１地先まで

旧 ５．２～１４．２ ０．２３８

新 ９．９～１８．３ ０．２３８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線 上浮穴郡久万高原町東川１０９５番１地先
旧 １２．０～１８．６ ０．０７５

新 １８．０～２５．０ ０．０７５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号 上浮穴郡久万高原町東川１０９５番１地先 平成１８年３月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 八幡浜保内線
八幡浜市向灘２３０５番１から

同市向灘２３０８番１まで

旧 ４．０～４４．４ ０．１４６

新 ２２．４～５９．０ ０．１４６

愛 媛 県 報平成１８年３月１７日 第１７４３号

２０５
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�愛媛県告示第３９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線

大洲市五郎甲４５０番４から
同市五郎乙２３番３まで
及 び

大洲市五郎甲４５０番４から
同市五郎甲２５２０番２

旧 ５．５～１９．４ ２．１１１

新 ５．５～２３．４
８．５～１５．０

２．１１１
２．０４９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町垣生サルカクボ甲４８番３地先から

同町朝立字畑岡１番耕地５４６番２４まで

旧 ４．０～３１．５ １．６９４

新 ４．０～３１．５
１３．６～６５．６

１．６９４
１．３７１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町垣生字新地丙１４番２０から

同町垣生字向新地甲１４５０番５まで
平成１８年３月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線
宇和島市津島町御内２５１３番から

同町御内２５１４番３まで

旧 ５．８～１９．１ ０．１０２

新 １７．４～２６．２ ０．１０２

〃 宇和島城辺線 宇和島市津島町増穂丁１０７５番１５地先
旧 ６．６～８．７ ０．０５７

新 １３．１～１９．４ ０．０５７

〃 〃
宇和島市津島町下畑地イノ谷乙８３５番２から

同町下畑地上ノ谷乙５４３番まで

旧 ５．７～８．４ ０．１２３

新 １１．６～６２．３ ０．１２３
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�愛媛県告示第４０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
宇和島市津島町下畑地上ノ谷乙５４７番地先から

同町下畑地上ノ谷乙５４９番２まで

旧 ４．４～８．５ ０．０８５

新 ４．４～１２．８ ０．０８５

〃 〃
宇和島市津島町下畑地上ノ谷乙５５２番地先から

同町下畑地上ノ谷乙５５８番３まで

旧 ５．２～１１．２ ０．１９０

新 ７．６～２１．８ ０．１９０

〃 御内下畑地線
宇和島市津島町下畑地二ヶ谷庚７５番４から

同町下畑地二ヶ谷庚７５番２まで

旧 ４．８～５．９ ０．０７１

新 ９．２～１４．０ ０．０７１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線
宇和島市津島町御内２５１３番から

同町御内２５１４番３まで
平成１８年３月１７日

〃 宇和島城辺線 宇和島市津島町増穂丁１０７５番１５地先 〃

〃 〃
宇和島市津島町下畑地イノ谷乙８３５番２から

同町下畑地上ノ谷乙５４３番まで
〃

〃 〃
宇和島市津島町下畑地上ノ谷乙５４７番地先から

同町下畑地上ノ谷乙５４９番２まで
〃

〃 〃
宇和島市津島町下畑地上ノ谷乙５５２番地先から

同町下畑地上ノ谷乙５５８番３まで
〃

〃 御内下畑地線
宇和島市津島町下畑地二ヶ谷庚７５番４から

同町下畑地二ヶ谷庚７５番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡愛南町久家８９３番地先から

同町久家８４５番地先まで

旧 １０．７～１３．５
４．８～３１．０

０．１３０
０．１２２

新 １０．７～１３．５ ０．１３０

〃 〃
南宇和郡愛南町久家８４５番地先から

同町船越４５７番地先まで

旧 ３．３～１６．０ １．４４９

新 ０ ０
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�愛媛県告示第４０７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予郡松前町大字筒井字金平６０４番３

２ 申請人の住所氏名

松山市生石町６４９番地１１

有限会社 不動産シスコ 代表取締役 藤縄 武

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第４０８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予郡松前町大字浜字平松９１１番１

２ 申請人の住所氏名

�愛媛県告示第４０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４０６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年３月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡愛南町船越１５８７番から

同町船越１５７５番まで

旧 ７．６～２４．５ ０．１２９

新 １５．４～７４．６ ０．１０５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡愛南町船越１５８７番から

同町船越１５７５番まで
平成１８年３月１７日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７西建管第１７２８号

平成１８年３月２日
西条市周布６６５番１及び７０１番３

広島県福山市王子町一丁目３番５号
青山商事株式会社
代表取締役 青 山 理

１７西建管第１９４８号

平成１８年３月２日

西条市周布１０４８番、１０４９番、１０５０番１、１０５０番２、１０５１番、１０５２番
、１０５３番１、１０５４番２、１０７４番１、１０７５番１、１０５２番地先水路、１０
５３番１地先水路、１０５４番２地先水路及び１０７４番１地先水路

西条市吉田２２７番地
一 色 弘 通

１７松局建（開）第８１号

平成１８年３月６日
伊予郡松前町大字昌農内字拂川６８１番１

伊予郡松前町大字筒井３１９番地
藤 岡 頌 二
藤 岡 サ チ 子

１７松局建（開）第８２号

平成１８年３月６日
東温市下林字伽藍甲１１５４番１及び甲１１５４番４

東温市下林甲１３４７番地
高 橋 久 仁

愛 媛 県 報平成１８年３月１７日 第１７４３号
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公安委員会規則

雑 報

松山市清住二丁目１０９２番地５

株式会社 清友 代表取締役 山本 守厚

３ 図面省略

�愛媛県公安委員会規則第３号
愛媛県警察行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する規則を次のように定める。

平成１８年３月１７日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県警察行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する規則

（趣旨）

第１条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規

定する対象手続等を定める国家公安委員会規則（平成１５年

国家公安委員会規則第６号。以下「国家公安委員会規則」

という。）の規定に基づき、公安委員会、警察本部長又は

警察署長（以下「公安委員会等」という。）に係る手続等

を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法により行う場合については、法令に特別

の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところに

よる。

（定義）

第２条 この規則において使用する用語は、国家公安委員会

規則において使用する用語の例による。

（電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請

等の指定）

第３条 公安委員会等に対して行われる申請等のうち、国家

公安委員会規則第５条第１項の規定により電子情報処理組

織を使用して行わせることができるものは、別表の左欄に

掲げる法令のそれぞれ同表の右欄に掲げる規定に基づくも

のとする。

（申請等の手続）

第４条 前条に規定する申請等を電子情報処理組織を使用し

て行おうとする者は、当該申請等に係る事項について、国

家公安委員会規則第３条第１項に規定する申請等をする者

の使用に係る電子計算機であって、知事が定める技術的基

準に適合するものから入力して、申請等を行わなければな

らない。

２ 前項の規定により申請等をしようとする者は、当該申請

等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子

署名に係る電子証明書であって知事の定めるものと併せて

これを送信しなければならない。ただし、公安委員会等が

指定する方法により申請等を行った者を確認するための措

置を講ずる場合は、この限りでない。

３ 法令の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申

請等を行う者が、第１項の規定により当該数通の書面等の

うち１通に記載されている事項又はこれらに記載すべき事

項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載さ

れている事項又はこれらに記載すべき事項が入力されたも

のとみなす。

４ 第１項の規定により行われた申請等のうち、当該申請等

に関する法令の規定により警察署において行うこととされ

ているものについては、当該法令に規定する警察署におい

て行われたものとみなす。

（補則）

第５条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等に係る

手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、

警察本部長が定める。

附 則

この規則は、平成１８年３月２７日から施行する。

別表（第３条関係）

風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律（昭和２３年
法律第 １２２ 号）

第３１条の２第２項及
び第３３条第２項（い
ずれも廃止に係るも
のに限る。）

遺失物取扱規則（平成元年国家
公安委員会規則第４号）

第８条第１項

暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律施行規則（平
成３年国家公安委員会規則第４
号）

第１７条第１項及び第
１９条第２項

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１８年３月７日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１８年３月１７日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

東予広域都市計画道路事業３・４・４号西町中村線

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

愛 媛 県 報平成１８年３月１７日 第１７４３号
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 
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�愛媛県道路公社公告第１号
東予有料道路の料金の微収期間（平成元年１月愛媛県道路

公社公告）を次のように改正するので、道路整備特別措置法

（昭和３１年法律第７号）第２５条第１項の規定に基づき、公告

する。

平成１８年３月１７日

愛媛県道路公社理事長 大 内 忠 臣

昭和５３年５月１日から平成１８年３月３０日まで。

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示
関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県新居
浜市本郷三
丁目

１９０８番１５ 宅地 宅地 ３２．１９ ２０．４３ １１．０１

登記名義人
亡河端太郎 相続人
愛媛県新居浜市中萩町３
番４９号

河端 陵一

──── ────

囲繞地通行権者
愛媛県新居浜市本郷三丁
目４番４号

北 憲一
愛媛県新居浜市本郷一丁
目５番２４号

神山 セツ子
愛媛県新居浜市本郷三丁
目３番４９号

和田 �稔

平成１８年３月１７日 印刷
平成１８年３月１７日 発行
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